
社会福祉法人阿蘇市社会福祉協議会 

ヘルパーステーションあそ運営規程（訪問型サービスＡ事業） 

 

(事業の目的) 

第１条 社会福祉法人阿蘇市社会福祉協議会が開設するヘルパーステーションあそ(以下｢

事業所｣という。)が行う指定訪問型サービスＡ（以下「指定訪問Ａ」という。）の

事業(以下｢本事業｣という。)の適正な運営を行うために人員及び管理運営に関する

事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護員養成研修介護職員初任者研修課程同等

以上の修了者(以下｢訪問介護員」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、

適切な指定訪問Ａを提供することを目的とする。 

 

(運営の方針) 

第２条 事業の従事者は、要支援状態にある高齢者の心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、

生活全般にわたる援助を行う。 

２  本事業の実施に当たっては、阿蘇市、地域包括支援センター及び保健・医療福祉

サ－ビスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努める

ものとする。 

 

(事業所の名称等) 

第３条 事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 １ 名 称  ヘルパーステーションあそ 

 ２ 所在地  阿蘇市内牧９７６番地２ 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

 １ 管理者 １名（事業所長兼務） 

管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 ２ サ－ビス提供責任者 1名以上（適切にサービスを提供するために必要な数以上） 

   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問Ａの利用の申込みに係る調整、従

事者に対する技術指導、訪問型サービスＡ計画の作成等を行う。 

 ３ 訪問介護員等 利用者に適切にサービスを提供するために必要な数以上（サービス

提供責任者を含む。）訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。 

 

(営業日及び営業時間) 

第５条 事業所の営業及び営業時間は、次のとおりとする。 

 １ 営業日 月曜日から日曜日までとする(振替休日制)。 

ただし、１２月２９日から１月３日までを除く。 

 ２ 営業時間 午前８時３０分から午後５時１５分までとする。但し、特別の需要があ



る場合はこの限りではない。 

 ３ 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

(訪問介護の内容及び利用料等) 

第６条 指定訪問Ａの内容及び利用料は次のとおりとする。 

   （１）身体介護 

   （２）生活援助 

 ２  指定訪問Ａを提供した場合の利用料の額は、阿蘇市介護予防・日常生活支援総合

事業実施要綱によるものとする。 

 

(緊急時等における対応方法) 

第７条 訪問介護員等は、サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生

じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告し

なければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第８条 利用者に対する指定訪問Ａの提供により事故が発生した場合は、阿蘇市、当該利

用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。 

 ２  利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

(通常の事業の実施地域) 

第９条 通常の事業の実施地域は原則として、阿蘇市内とする。 

 

(虐待防止のための措置に関する事項） 

第１０条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

(１) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うこ 

とができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従事

 者に周知徹底を図る。 

(２)虐待防止のための指針を整備する。 

(３)従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

(４)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

(身体拘束等禁止） 

第１１条 事業所は、サービスの提供に当たって、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体拘束等」という。）を行わない。 

 ２  事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。      

３   事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。         



 (1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、   

   その結果について、従業者に周知徹底を図る。              

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（感染症の予防及びまん延防止について） 

第１２条 事業所は、事業所内外での感染症の発生およびまん延防止のために、次ぎに 

掲げるとおり必要な措置を講じる。 

(１)感染症の発生及びまん延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定 

期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努める。 

(２)感染症の発生及びまん延防止のための指針を定める。 

(３)感染症の発生及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6月の１回 

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

 

(業務継続計画の策定等) 

第１３条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護の提

供を実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、

「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

るものとする。 

２ 事業所は従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及 

び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

(その他の運営についての留意事項） 

第１４条 指定訪問Ａ事業所は、訪問介護員等の資質向上を図るために研修の機会を次の

とおり設けるものとし、また業務体制を整備する。 

   （１）採用時研修 採用後１ケ月以内 

   （２）継続研修  年２回 

 ２  従業者は業務上知り得た利用者又その家族の秘密を漏らしてはならない。 

 ３  従業者であったものに、業務上利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用

契約の内容とする。 

 ４  この規程に定める事項以外、運営に関する重要事項は社会福祉法人阿蘇市社会福

祉協議会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 

 



附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

  この規程は、令和５年２月１日から施行する。 

この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 ヘルパーステーションあそ 

申請するサービスの種類 訪問介護事業 

 

措置の概要 

１．  利用者からの相談又は苦情等に対する常設の窓口（連絡先）、担当者の設

置利用者及びその家族からの相談及び苦情については、以下の窓口で対応しま

す｡ 

① 熊本県阿蘇市内牧９７６番地－２(阿蘇市社会福祉協議会内）     

② 阿蘇市社協ヘルパーステーションあそ 

③ ＴＥＬ：０９６７(３２)１１２７  ＦＡＸ：０９６７(３２)４９４０ 

④ 対応時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

※ ただし、上記時間以外も、ご要望があれば対応します｡ 

⑤ 担当者：サービス提供責任者 吉良 清美・濱村 そよぎ・ 

井野 のぞみ・山部 遥奈 

⑥ 苦情窓口担当者 在宅支援課長 

⑦ 担当者不在時の対応：上記担当者が不在のときは、当事業所の他の訪問介護

員(ヘルパー)がお受けします｡ 

⑧ 備考： 

 

２． 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

・利用者及びその家族からの苦情をお受けしたときは、まず上記担当者が苦情

の内容をお聞きし、（1）及び（2）の手順により処理します｡ 

・苦情内容及び処理経過については苦情処理台帳として記録保存し、その後の

サービス提供に役立てるようにします｡ 

・苦情処理は他の業務に優先して行うものとし、次回のサービス提供時（訪問

時）までには苦情を解決し、利用者の方が安心してサービスが受けられる

よう最大限の努力を行います｡ 

（１）苦情を申し立てられた方に内容説明を行うことにより、苦情がその場で解決

可能なものであれば、その場で速やかに解決を図り同意を得ることとします

が、この場合も管理者には必ず報告します。 



(２)-1 苦情がその場で解決困難ものであった場合、苦情の原因となっていること

について、訪問による利用者等からの聞き取りや、担当訪問介護員への内容確

認により、事情（事実）を把握します｡ 

(２)-2 その後翌日までには事業所内で検討会議を開き、当事業所が改善すべき点

を整理した苦情処理策を作成し、その日のうちに利用者等の苦情を申し立てた

方に説明し、同意を得ます。 

(２)-3 上記の苦情内容及び処理経過においては、利用者に居宅サービス計画（ケ

アプラン）作成を担当している介護支援専門員（ケアマネジャー）にその都度

報告し、必要な指示を受けます｡ 

(２)-4 管理者は、利用者等から苦情のあった事項について、その後のサービス提

供者の中で真に改善されているか、担当の訪問介護員のみならず利用者等にも

確認し、改善されていないと判断される場合は、他の訪問介護員に変更する等

して、利用者等の意向に沿ったサービス提供がなされるように充分な配慮を行

います｡ 

(２)-5 上記の流れにより苦情の解決を図った後も、利用者及び担当介護支援専門

員とは常時連携を図り同じような苦情が再発しないように十分に注意してサー

ビスの提供を行います｡ 

 

３． その他の参考事項 

・当事業所が行う訪問介護に対する苦情については、当事業所で責任を持って

対応しますが、利用者及びその家族の方は、他の機関（市町村、国民健康保

険団体連合会）への申立てもできますので希望されるなら必要な協力を行い

ます。 

・当事業所に対する利用者等からの苦情について、市町村又は国民健康保険団

体連合会が行う調査等に協力し、改善等の指示を受けた場合は速やかに改善

します｡  

  ･ 当事業所が行う訪問介護の提供により、利用者に対して賠償すべき事故が発

生した時は、速やかに賠償します。 

  ･ 訪問介護計画及び居宅サービス計画は利用者の希望を踏まえて作成されてお

ります。 

変更を希望される場合は速やかに応じますので、お申し付けください。 

担当の訪問介護員の変更や、他の訪問介護事業所への変更希望（当事業所と

の契約の解除を含む）にも速やかに応じます｡ 

 

 



 


